
 

 

 

 

令和５年第１回市議会定例会 
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新 座 市 

 

  



提出議案（合計３４件）の内訳 

 

【条例案件】 ……１９件 

新規 ３件（新座市政策評価委員会条例ほか２件） 

一部改正 １２件（新座市手数料条例の一部を改正する条例ほか１１件） 

廃止 ４件（新座市観光都市にいざビジョン等審議会条例を廃止する条例ほ

か３件） 

 

【予算案件】 ……１４件 

当初 ７件（令和５年度新座市一般会計予算ほか６件） 

補正 ７件（令和４年度新座市一般会計補正予算（第１１号）ほか６件） 

 

【人事案件】 ……１件（新座市教育委員会委員の任命について） 
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【条例案件】 ……１９件（新規３件、一部改正１２件、廃止４件） 

 

議案第１号 新座市政策評価委員会条例（新規制定） 

〔要旨〕 

市の総合計画について、その推進に係る状況を評価検証するため、新座市政

策評価委員会を設置するもの 

［条例制定の背景］  

令和５年度を初年度とする、第５次総合計画前期基本計画については、「子

育て支援」や「都市づくり」などの施策領域の目的の達成度を測るための指標

として、ＫＰＩ（重要業績評価指標）を設定することとしている。計画の実効

性を高めるためには、ＫＰＩの達成状況を定期的に評価し、その結果を毎年度

の取組に反映させていくことが必要である。 

評価に当たっては、市自らの評価に加え、市民を含めた外部の第三者による

評価を行うことで、透明性・客観性が確保され、計画の実効性を高めることが

できるとともに、市政に対する市民の理解と関心を高めることができる。 

こうした点を踏まえ、市民や外部有識者等で構成する会議体において、総合

計画の進捗状況について評価検証するため、新たに附属機関を設置するもの 

〔施策の効果及び影響〕 

新座市政策評価委員会の所掌事務、組織、任期、会議の招集その他の必要な

事項について定めるもの 

〔施行日〕  

施行日は、令和５年４月１日とする。 

 

議案第２号 新座市減債基金条例（新規制定） 

〔要旨〕 

市債の償還に必要な財源を確保し、将来にわたる市財政の健全な運営に資す

るため、新座市減債基金を設置するもの 

［条例制定の背景］  

将来にわたる市財政の健全な運営を図っていくためには、市債の償還に必

要な財源を確保していくことが必要である。  

その方策の一つとして、財政調整基金とは別に、減債基金を創設すること

とし、条例を制定するものである。 

〔施行日〕  

施行日は、令和５年４月１日とする。 

 

議案第３号 新座市犯罪被害者等支援条例（新規制定） 

〔要旨〕 

犯罪被害者等の支援に関し必要な事項を定めるもの 
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［条例制定の背景］  

市では、新座市防犯推進条例及びこれに基づく防犯推進計画を定め、犯罪

の防止を目的とした事業を推進してきた。  

市民が安心して暮らせるまちづくりを実現するためには、犯罪を未然に防

止するとともに、犯罪被害者等に対する適切な対応と途切れのない支援を行

う体制を整備することが求められている。  

このため、犯罪被害者等の支援に関し必要な事項を定めることとして、条

例を制定するものである。  

〔施策の効果及び影響〕 

１ 犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定めるとともに、市、市民及び事

業者の責務を明らかにするもの 

２ 犯罪被害者等に対し、次のとおり見舞金を支給するもの 

⑴ 遺族見舞金 ３０万円 

⑵ 傷害見舞金 １０万円 

〔施行日〕  

施行日は、令和５年４月１日とする。 

 

議案第４号 新座市手数料条例の一部を改正する条例 

〔要旨〕 

１ 市内循環バス無料乗車証の交付に係る手数料の徴収を廃止するもの 

２ キオスク端末（※）による住民票の写し等の交付に係る手数料の額につい

て、令和５年５月から令和８年３月までの間に限り、２００円から１５０円

に減額するもの 

※ コンビニエンスストア等に設置されている通信端末のことで、マイナンバーカー

ドを使用することにより、市役所の窓口に来庁することなく、住民票の写し等の証

明書を取得することができる。 

〔施行日〕  

１の施行日は令和５年４月１日とし、２の施行日は同年５月１日とする。 

 

議案第５号 新座市立集会所条例の一部を改正する条例 

〔要旨〕 

道場一丁目集会所について、名称を道場集会所に改め、及び位置を変更する

もの 

〔施行日〕  

施行日は、令和５年４月１日とする。 
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議案第６号 新座市障がい者福祉センター条例の一部を改正する条例 

〔要旨〕 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部改正に

伴い、所要の規定の整備を図るもの 

〔施行日〕  

施行日は、令和５年４月１日とする。 

 

議案第７号 新座市子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例 

〔要旨〕 

子ども・子育て支援法の一部改正に伴い、所要の規定の整備を図るもの 

〔施行日〕  

施行日は、令和５年４月１日とする。 

 

議案第８号 新座市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例 

〔要旨〕 

放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、所

要の規定の整備を図るもの 

〔施策の効果及び影響〕 

１ 放課後児童健全育成事業者に対し、利用者の安全確保に関する計画の策定

を義務付けるもの 

２ 放課後児童健全育成事業者に対し、自動車を運行する場合において、利用

者の乗降車の際にその所在を確認しなければならない旨を義務付けるもの 

３ 放課後児童健全育成事業者に対し、業務継続計画を策定するよう努めなけ

ればならないこととするもの 

４ 放課後児童健全育成事業者に対し、職員に対する感染症及び食中毒の予防

及びまん延の防止のための研修等を定期的に実施するよう努めなければなら

ないこととするもの 

〔施行日〕  

施行日は、令和５年４月１日とする。 

 

議案第９号 新座市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例 
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〔要旨〕 

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、所要の規

定の整備を図るもの 

〔施策の効果及び影響〕 

１ 家庭的保育事業者等に対し、利用者の安全確保に関する計画の策定を義務

付けるもの 

２ 家庭的保育事業者等に対し、自動車を運行する場合において、利用者の乗

降車の際にその所在を確認しなければならない旨を義務付けるもの 

３ 家庭的保育事業所等が他の社会福祉施設等を併設する場合において、保育

に支障がないときは、職員の兼務や設備の共用を可能とするもの 

４ 家庭的保育事業者等に対し、職員に対する感染症及び食中毒の予防及びま

ん延の防止のための研修等を定期的に実施するよう努めなければならないこ

ととするもの 

〔施行日〕  

施行日は、令和５年４月１日とする。 

 

議案第１０号 新座市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例 

〔要旨〕 

子ども・子育て支援法等の一部改正に伴い、所要の規定の整備を図るもの 

〔施行日〕  

施行日は、令和５年４月１日とする。 

 

議案第１１号 新座市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

〔要旨〕 

国民健康保険税の税率を改定するもの 

［条例改正の背景］  

本市の国民健康保険税については、埼玉県の方針により、令和６年度に、

現行の４方式（所得割、資産割、均等割及び平等割）から２方式（所得割及

び均等割）の課税方式に移行するとともに、令和９年度の県内における保険

税水準の統一（※）に向け、段階的に税率等を改定することとしている。  

令和５年度の国民健康保険税について、この方針に従い改定するもの  

＊ 国民健康保険税は、医療給付費分、後期高齢者支援金等分及び介護納

付金分の三つで構成している。  

※ 原則として、同じ世帯構成、所得であれば同じ保険税となることとす

るもの  
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〔施策の効果及び影響〕 

１ 医療給付費分（基礎課税額） 

 現行 改定後 

所得割 ７．００％ ７．００％ 

資産割 １０．０％ ５．０％ 

均等割 ２３，０００円 ２７，０００円 

平等割 ３，０００円 １，０００円 

限度額 ６３０，０００円 ６５０，０００円 

２ 後期高齢者支援金等分 

 現行 改定後 

所得割 １．５２％ １．８５％ 

均等割 １１，０００円 １２，０００円 

限度額 １９０，０００円 ２００，０００円 

３ 介護納付金分 

 現行 改定後 

所得割 １．４６％ １．８８％ 

均等割 １２，０００円 １４，０００円 

限度額 １７０，０００円 １７０，０００円 

〔施行日〕  

施行日は、令和５年４月１日とする。 

 

議案第１２号 新座市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

〔要旨〕 

出産育児一時金の額を現行の４２万円から５０万円に引き上げるもの 

〔施行日〕  

施行日は、令和５年４月１日とする。 

 

議案第１３号 新座市保健センター条例の一部を改正する条例 

〔要旨〕 

新座市保健センターの位置を変更するもの 

〔施行日〕  

施行日は、令和５年４月１日とする。 

 

議案第１４号 新座市立歴史民俗資料館条例の一部を改正する条例 

〔要旨〕 

新座市立歴史民俗資料館の位置を変更するもの 

〔施行日〕  
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施行日は、令和５年４月１日とする。 

 

議案第１５号 新座市スポーツ施設条例の一部を改正する条例 

〔要旨〕 

新座市営大和田運動場を廃止するとともに、新座市営大和田少年サッカー場

及び新座市営大和田多目的運動場を設置するもの 

〔施行日〕  

施行日は、公布の日から起算して３月を超えない範囲内において規則で定め

る日とする。 

 

議案第１６号 新座市観光都市にいざビジョン等審議会条例を廃止する条例 

〔要旨〕 

新座市観光都市にいざビジョン等審議会を廃止するもの 

〔施行日〕 

施行日は、令和５年４月１日とする。 

 

議案第１７号 新座市休日歯科応急診療所条例を廃止する条例 

〔要旨〕 

新座市休日歯科応急診療所を廃止するもの 

〔施行日〕 

施行日は、令和５年４月１日とする。 

 

議案第１８号 新座都市計画事業大和田二・三丁目地区土地区画整理事業特別会

計条例を廃止する条例 

〔要旨〕 

新座都市計画事業大和田二・三丁目地区土地区画整理事業特別会計を廃止す

るもの 

〔施行日〕 

施行日は、令和５年４月１日とする。 

 

議案第１９号 新座都市計画事業大和田二・三丁目地区土地区画整理事業基金条

例を廃止する条例 

〔要旨〕 

新座都市計画事業大和田二・三丁目地区土地区画整理事業基金を廃止するも
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の 

〔施行日〕 

施行日は、令和５年４月１日とする。 

 

 

【予算案件】 ……１４件（当初７件、補正７件） 

 

議案第２０号 令和５年度新座市一般会計予算 

 

議案第２１号 令和５年度新座市国民健康保険事業特別会計予算 

 

議案第２２号 令和５年度新座市介護保険事業特別会計予算 

 

議案第２３号 令和５年度新座市後期高齢者医療事業特別会計予算 

 

議案第２４号 令和５年度新座都市計画事業新座駅北口土地区画整理事業特別会

計予算 

 

議案第２５号 令和５年度新座市水道事業会計予算 

 

議案第２６号 令和５年度新座市公共下水道事業会計予算 

 

議案第２７号 令和４年度新座市一般会計補正予算（第１１号） 

 

議案第２８号 令和４年度新座市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号） 

 

議案第２９号 令和４年度新座市介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

 

議案第３０号 令和４年度新座市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号） 

 

議案第３１号 令和４年度新座都市計画事業新座駅北口土地区画整理事業特別会

計補正予算（第４号） 

 

議案第３２号 令和４年度新座都市計画事業大和田二・三丁目地区土地区画整理
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事業特別会計補正予算（第５号） 

 

議案第３３号 令和４年度新座市水道事業会計補正予算（第４号） 

 

【人事案件】 …１件 

 

議案第３４号 新座市教育委員会委員の任命について 

新座市教育委員会委員宮瀧交二氏の任期が、令和５年３月３１日で満了となる

が、引き続き同人を任命することについて同意を得たいので、地方教育行政の組

織及び運営に関する法律第４条第２項の規定により提案するもの 

  



9 

追加を予定する議案（４件） 

 

【予算案件】 ……３件 

 

議案第   号 令和４年度新座市一般会計補正予算（第１２号） 

 

議案第   号 令和５年度新座市一般会計補正予算（第１号） 

 

議案第   号 令和４年度新座都市計画事業新座駅北口土地区画整理事業特別

会計補正予算（第５号） 

 

【道路案件】 ……１件（認定１件） 

 

議案第   号 新座市道路線の認定について 

 


